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皿JohnSaywellヨ ー・・一・一ク 大 学 教 授(加)の

短 期 招 請 に つ い て

法学部教授 吉 田 善 明

11986年 度 の本 学 国際 交流 基 金 に よる外 国人 研 究 者 短 期 計 画 と して,

JohnSaywell教 授 が招 請 さ れ た。JohnSaywell教 授 は,1986年4

月 中旬 か ら5月 中 旬 ま で の約]か 月 間,本 学 客 員教 授 と し て滞 在 され た 。 そ

の 間,主 と して私 の担 当 す る比 較 憲 法 の講 義 を3回 に わた りつ ぎの よ うな タ

イ トル の もと で連 続 講 義 をさ れ た。

講 義実 施 日お よび講 義 内容

(D第1回 講義 実 施 日1986年4月21日(月)

実 施場 所10号 館150番 教 室

講 義題 目 カ ナ ダの憲法 政 治 の研 究 に つい て

参 加 人 員 大 学 のス タ ・フ,大 学院生 を含 め て約200名

講 義要 旨 カ ナ ダの憲 法 研 究 の 制度 は,そ の社 会,経 済,政 治環 境 を

十 分 に理解 してか か らな け れ ぱ な らな い と し て,教 授 は カナ ダの地 理 的環 境

の紹 介 に は じま り,歴 史,民 族,文 化,産 業 等 に つ い て の カ ナ ダ 的 特 徴 を

明 らか に してい る。 その 中 で カナ ダ の理解 に必 要 な点 と して つ ぎの こと を確

認 さ れ る。

第1に,カ ナ ダは,「 まず フ ランス 植民 地 と して ス タ ー トし,次 は 英 帝 国

の1部 」 とkり,イ ギ リス 自治 領 と しての地位 を得,現 在 は,独 立 国 であ る

が,そ の中 で カナダ の連 邦 の歴 史が 示 す よ うに,フ ラ ンス系 カナダ 人 は 大 英

帝 国 の もとに 同 化 せ ず,現 在 の カナ ダ の も と での 言論 的,文 化 的 少 数 民 族 と

して残 り,文 化 的 ア イデ ンテ ィテ ィを つ く りあげ 現 在 にい た ってい る。 この

少数 民族 に位 置 す る フ ランス系 カナ ダ人が,1970年 代 に い た り,カ ナ ダ連

邦 か らの ケ ベ ック 分離 を め ざ した運 動 を展 開 し,レ フ ァ レン ダム を生 み だ し
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OiD第3回 講 義 実 施 日1986年5月12日(月)

実 施場 所10号 館150番 教 室

講 義題 目 カ ナ ダの 司法 制 度

参 加 人員 大学 の ス タ ・フ.大 学 院 生 を含 め て約200名

講義 要 旨 カ ナ ダの裁 判 制 度 は,ア メ リカ合衆 国 や オ ース トラ リア とは

違 って一元 的 で あ る。 つ ま り,カ ナ ダで は二 元 的意 味 での連 邦裁 判 所,州 裁

判 所 の区 別 は ない 。 た とえ ば,ア メ リカに お い て は,一 般 的 には 州 法 に 関 す

る紛争 は 州 裁 判 所 に お い て争 われ,も し紛争 が 連 邦 法 との 間 で抵 触 が生 じれ

ば訴 訟は 連 邦 裁判 所 で審 理 され る。 し か し,カ ナ ダ の裁 判 ンステ ムは,法 律

問 題 が連 邦 法 に対 して向 け られ よ うと,州 法 に対 して向 け られ よ うと,ま た

憲 法 問題 が提 出 され よ うと,通 常,州 裁 判 所 の単 一 ンス テ ム を通 じて なされ

るのが原 則 で あ る。 また,州 裁 判 所 の ヒエル ライ ヒーの頂点 に あ る州 の 上訴 裁

判 所 か ら連 邦 裁判 所 で あ る カナ ダ最高 裁 判 所 へ の上 告 は もちろん 可能 で あ る。

この裁 判所 の ヒエル ライ ヒ ーは,市 民 間 の紛 争 に 対 し て も,ま た市 民 と州政

府 間 の 紛争 に対 し て も適 用 さ れ る こ とが,ユ ニ ーク な点 として述 べ られ た 。

皿 前述 した よ うに,こ の 講義 は,私 が担 当 す る年 間比 較 憲 法 計 画 の一環 の

中 で行 わ れ た もの であ る。 私 の講義 は,(i)比 較 憲 法 の方 法 と課 題,㈹ 比較 憲

法 の 類型 論 の の ち,⑩ 主 た る諸 外 国 の 憲法,た とえ ば,イ ギ リス の憲法,ア

メ リカの憲 法.フ ラン ス の憲法,ド イ ツの憲 法 を と りあ げ 講 義 を してい る が,

1986年 度 は この 中に カナ ダ憲 法 を と り入 れた の で あ る。 した が っ て,正 規

の講 座 で あ る とい うこ との学 生 の 自覚 もあ って,学 生 は真 剣 に聴 講 してい た。

と くに,講 義 を終 って か らの学生 の質 問 は非 常 に活 発 で あ り,Saywell教

授 も満 足 して いた よ うであ る 。一 か 国 の憲 法 を わず か3回 で終 え る とい うこ

とは 教 授 に とって み れ ば 大変 な こ とであ った と思 う。私 も講 義 を拝 聴 しな が

ら教 授 の 要領 よい ま とめ には 感 服 し た。 今後 も続 け た い と思 ってい る。 た だ

講 義 回数 は3同 位 で は 足 りない の で,招 請 期 間 を2か 月 な い し3か 月位 に 延

'長ず る ことが で きれ ば よ り充 実 した 内容 の もの とな った の で は ない か とい う
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た とい う事 実 で あ る 。

第2に,カ ナ ダは,連 邦 と して の国 家経 済 圏 を構 成 す る と と もに,大 西 洋

沿岸,中 央 カ ナ ダ,大 平 原地 方 お よび大平 洋 沿 岸 の リー ジ ・ン(地 域)に 分

け られ,そ れぞ れ独 自の 地域 経 済圏 を構 成 して い る。 この各 リージ ・ンは地

理 的 条 件,産 業 が異 っ て い る ことか らそれ ぞ れ利 害 が 相反 す る 。 そ の利 害 の

対立 は,中 央 カ ナ ダに 対 す る 優遇,大 西 洋 沿岸 カナ ダ と西部 カ ナダ(大 平 洋

沿 岸 、大 平 原 地 方)に 対 す る差 別 とい う形 でお こっ てい る。 そ してそ の是 正

へ の主 張 が連 邦 政治 に対 す る,リ ー ジ ・ン間 の均衡 の 要 請 や 州 の 強化 の要 請

と な って あ らわ れ てい る,こ とを強 調 され る。

そ して第3に ・ カナ ダ人 の 権 利意 識 の高 さに つい て の訴 え であ る。教 授 は,

前述 した経 済 的,社 会 的多 様 さが あ る反 面,カ ナ ダ人 と して の共通 の価 値 感

や信 念 を併 せ もっ てい る こと を強 調 さ れ る。 これ が カナ ダ人 の権利 意 識 の高

さ であ り,カ ナ ダ人 の政 治 的成 熟度 に通 じ る もの で あ る,と い う。

(ii)第2回 講 義 実 施 日1986年4月28日(月)

実 施場 所10号 館150番 教 室

講 義題 目 カナ ダの 議 会 制度

参 加人 員 大学 の ス タ ・フ,大 学 院 生 を含 め て約200名

講 義要 旨 カナ ダの 議会 制 度 は,1867年 の 「英 国領 北 ア メ リカ法」

(BritishNorthAmericanAct)に もとづ き,イ ギ リス議 会 制 度 を導

入 し た もの であ る。 カナ ダ の 議会 は,君 主,上 院 そ して 下院 で構 成 され る。

君 主 は イ ギ リス の 国 王 で あ るが,実 際 に権 限 を行 使 す る ことは な く,総 督

(GovernorGeneral)が そ の権 限 を代行 す る。 総 督 は カナ ダ人 の 中 か ら

カ ナダ 政府 の 助 言 に もとつ い て国王 が 任 命す る。 この点,コ モ ン ウェル ズ の

一 員 であ るオ ー ス トラ リアや ニ ュー ジー ラ ン ドの場 合 と同 じであ る。総 督 の

権 限 が 形 式 的 であ り,象 徴 的 であ る点 では わが 国の 天 皇 の権 能 と も類 似 す る

が,天 皇 の 地位 が 世 襲制 で あ る点 で異 な る,な どを 中心 に した講 義 が 行 われ

た 。
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のが 私 の感 想 であ る。

皿lkk・,J.Saywell教 授 は,帰 国後,明 治 大 学 での 講義 内容 を敷 桁 して

一冊 の書 に ま とめ られ た
。 わが 国 で も翻 訳 さ れ 出版 され てい る。 そ の タイ ト

ル は,ジ 。ン ・セ イ ウ ェル(吉 田善 明監 修 ,吉 田 健正 訳)「 カナ ダ の政 治 と

憲法 」(三 省 堂)で あ る。
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